




別紙 

 

仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借 質疑応答書１ 

回答 

 

１． 必要ありません。 

２． 保守体制証明書で承諾を得たものであれば問題ありません。 

３． 動産総合保険の指定はありませんので、一般的な動産総合保険で問題ありません。 

４． 落札後に再委託承諾申請書を提出いただき、内容を確認して判断いたします。 

５． 協議の上決定します。 

 











別紙 

 

仙台市立学校（園）屋外設置用自動体外式除細動器（AED）賃貸借 質疑応答書２ 

回答 

 

① 納入する AED は製造 3 か月以内の新品のものとなります。 

② 消耗品の「交換」については、仕様書 8 (6）の AED を使用した場合の対応と同様に、設置先へ訪問のう

え交換作業を行うこととします。「交換用バッテリー20 個」「交換用成人小児共用電極パット 50 個」に

ついては、お見込みのとおりです。 

③ 仕様書７(7)の大きさの条件を満たし、ＡＥＤ本体の持ち運びに適したキャリングケースであればデザイ

ン等の指定はありません。 

④ 「AED リモート監視システム」について、装置の異常時等を通知するメールが届いたら、設置校（園）

へ確認のうえ訪問し、修理・交換等の対応をいただくこととなります。 

AED の稼働状況のレポートの提出は必要ありません。 

設置場所の電波状況が悪い場合は、お見込みの通りです。 

⑤ お見込みのとおりです。 

仕様書７(4)の趣旨は、液晶画面でのガイダンスと音声によるガイドのタイミングがずれることにより使

用者が操作時に混乱をきたすこと等を防止することであり、液晶画面でのガイダンス（イラストと文字）

が、音声によるガイドの内容と同じタイミングで表示される必要があります。 

⑥ 救命ナビカード、救命ナビシールは、契約締結後お渡しします。対応する内容はお見込みのとおりで、救

命ナビカードを収納用バッグに取り付け、救命ナビシールを AED 本体に貼付して納品していただきます。 

⑦ １．AED のトレーニングキット等を用い、使用方法・心肺蘇生法について、現地で説明をしてください。 

２．1 に記載の通りです。 

⑧ セルフチェックにて機器の異常が判明した場合の連絡先は、貴社コールセンターで可とします。なお、部

品や機器の交換は速やかに設置先へ訪問のうえ行ってください。 

⑨ 仕様書 8（5）の通り年 1 回又は学校からの要請があったときは随時、設置先へ訪問のうえ点検作業をして

ください。 

⑩ 第三者への依頼について、仕様書 8（5）～（7）に規定する保守点検等については、保守体制証明書で承

諾を得た場合は承認します。落札後に書類をお渡しするのでご提出ください。保守点検・修理等にかかる

業務以外については、落札後に再委託承諾申請書を提出いただき、内容を確認して判断いたします。 


